
日本玩具協会会員及び ST マーク使用許諾契約者宛 
                               平成 24 年 3 月 30 日 
                                 日本玩具協会 
 
 スーパーボールによる窒息事故防止策に関し、消費者庁より当協会宛に要請（平成 24 年 3
月 28 日付 消安全第 54 号）がありましたので、周知致します。 
 
 （要請内容） 
   スーパーボールすくい等、包装（袋詰めなど）によらない当該製品（スーパーボール）

の販売形態においては、持ち帰り用の袋などに以下の趣旨の注意事項を明記する。 
   ・誤飲や窒息の危険があるので、こどもの口に入れさせないこと 
   ・窒息の危険のある大きさ※のスーパーボールは、3 歳未満のこどもには与えないこと、

また、3 歳以上であっても口にしないよう注意すること 
                   （※ 直径 44.5 ㎜以下：玩具安全基準書による） 
 
   その他の販売形態においても、同種の注意表示の一層の徹底をお願いする。 
 
 （説明） 
   １．ST 基準第 1 部には、「追補１」に「小球」の基準が定められており、スーパーボー

ルも ST マークを取得するには当該基準に適合する必要があります。 
 
   ２．ST 基準第 1 部「追補１」の内容（小球関係）は次のとおりです。 
     (1) 3 歳未満を対象とする（球形の）玩具は、直径 44.5 ㎜（小球用テストゲージを

通過するサイズ）以下であってはならない。 
(2) 3 歳以上を対象とする（球形の）玩具は、直径 44.5 ㎜以下のものは、誤飲の危

険等について注意表示をすること。 
 
   3．本件要請は、スーパーボールについて、誤飲事故を防止するため上記基準への適合

を求めるものであり、スーパーボールすくい等の包装（袋詰めなど）によらない場

合にあっても、持ち帰り袋などでの注意喚起を求めています。 
   
   ４．なお、消費者庁は、別途、地方自治体宛に通知を発出し、スーパーボールすくい等

のイベントを実施する際において、上記取組への協力を要請する予定です。 
 
                            
                            本件のお問合せ先 
                             日玩協事務局 山口・中田 
                                   03-3829-2513 
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